
 

  
交渉・契約の仲介を行います。 

「空き家バンク」制度は、市内にある空き家等を所有者の方か

ら登録していただき、空き家等の購入・賃借を希望する方へ、市

から空き家情報を提供するものです。 

「空き家を売りたい・貸したい」と考えている空き家所有者の

方、市内でお住まいをお探しの方、入間市空き家バンクに登録

してみませんか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入間市都市整備部 都市計画課 計画・公共交通担当 ℡04-2964-1111（代表） 

 

 

    
 

① 空き家物件の登録申込 

所定の書類を市に提出して

ください。 
② 現地確認・物件調査 

所有者立会いのもと市職員と

宅建事業者が確認します。 
③ 登録決定・情報提供開始 

     
① 空き家物件情報の閲覧 

② 利用登録 

所定の書類を市に提出して

ください。 
③ 現地見学の申込み 

市職員と宅建事業者同行で

現地見学を行います。 

 

   
（入間市役所都市計画課） 

・空き家物件の登録 

・利用希望者の登録 

・入間市ホームページで

情報提供 

・所有者及び利用希望者 

への連絡 

 

利用希望者 空き家所有者 

入間市 

空き家バンク 

空き家バンク協力宅建事業者 

 入間市空き家バンク 検索 入間市ホームページをご覧ください！ 
「入間市空き家バンク」についてのお問い合わせ 

いるティー 
※空き家バンクを利用して空き家

を取得した場合、不動産業者等

に支払う仲介手数料がかかりま

せん。 


